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１ 令和７年度の国民健康保険税率（案）について 

（１）令和７年度国民健康保険税改定の考え方 
  

豊山町では、赤字補填を目的とした法定外の一般会計繰入を毎年度行い、国民健康保険事業を運営している。国は法定外繰入金

の解消を求めており、豊山町は令和５年度までの解消を目標とした。しかし、新型コロナウイルスの流行等による収入減少及び物

価高騰により、保険税率を据え置く年もあったことから、結果的に令和５年度までに解消することはできなかった。このたび、赤

字解消計画は３年間延長し、令和８年度までに法定外繰入金を解消することを目標とした。 

また、県は毎年度、市町村ごとの保険料率の標準的な水準を表す数値として標準保険料率を提示している。保険税率を際限なく

上げることは被保険者の負担増加につながるため、今後は標準保険料率を基準としながら法定外繰入金を解消する方針とする。 

ついては、令和８年度までの法定外繰入金解消を目標とするとともに、段階的に標準保険料率を採用することを方針として、次

のとおり改定案について諮問する。 
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（２）令和７年度国民健康保険税率（案） 

 

（３）賦課限度額の改定 
 

地方税法施行令等の一部改正に伴い、次のとおり賦課限度額を改定する。 

 改定後 改定前 増減額 

医療分 ６５０，０００円 ６５０，０００円 据え置き 

後期高齢者支援金分 ２４０，０００円 ２２０，０００円 ２万円増額 

介護納付金分 １７０，０００円 １７０，０００円 据え置き 

合計 １，０６０，０００円 １，０４０，０００円 ２万円増額 

税率 割合 税率 増加率 割合 税率 増加率 割合

所得割 6.30% 58.3% 6.55% 0.25% 58.7% 6.81% 0.26% 59.1%

均等割 25,400円 27,300円 1,900円 29,216円 1,916円

平等割 23,100円 21,000円 ▲2,100円 18,966円 ▲2,034円

所得割 2.30% 57.1% 2.45% 0.15% 58.3% 2.61% 0.16% 59.2%

均等割 8,900円 9,900円 1,000円 11,036円 1,136円

平等割 10,300円 8,700円 ▲1,600円 7,165円 ▲1,535円

所得割 2.07% 58.4% 2.25% 0.18% 58.9% 2.43% 0.18% 59.0%

均等割 9,000円 10,600円 1,600円 12,318円 1,718円

平等割 8,000円 7,000円 ▲1,000円 6,097円 ▲903円

3.0% 3.2%

3.0% 3.2%

2,407人

対前年度 ―

R6年度（現行） R7年度案【採用案】

153,479円

41.7%

―

149,055円

41.3%

＋10,648,647円

358,777,488円 369,426,135円

41.6%

＋4,424円

（※１）令和６年１１月末現在の被保険者データで試算　

区分

41.1%

41.7%

42.9%

賦課総額（一般）（※１）

医
療

後
期

介
護

対前年度

一人当たりの賦課総額

R8年度案（標準保険料率）

40.9%

40.8%

41.0%

380,886,575円

158,241円

＋4,762円

＋11,460,440円

※R7被保険者見込数
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（４）法定外繰入金の試算結果 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：円）

項目 令和３年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

賦課総額 372,675,455 392,008,264 382,853,804 378,020,199 369,426,135 380,886,575

法定外繰入金 15,053,000 12,465,000 63,628,000 28,002,167 20,145,000 0

【参考】

（単位：世帯、人）

項目 令和３年度 令和4年度 令和5年度
令和6年度

（11月末時点）
令和7年度 令和8年度

世帯数 1,911 1,808 1,711 1,668 1,615 1,563

被保険者数（年度末） 3,063 2,861 2,653 2,534 2,407 2,287

令和７年度は現行税率と標準保険料率の中間の税率（賦課総額約３％増）、令和８年度は標準保険料率（賦課総額約３％増）を採用。
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（５）税率改定による影響額について 

    

 

Ｒ６との比較

1
40歳～【1人世帯】
　所得0円

25,300 25,100 △200円

2
40歳～【1人世帯】
　所得100万円

86,000 89,400 ＋3,400円

3
40歳～【1人世帯】
　所得200万円

252,100 261,000 ＋8,900円

4
40歳代夫婦【2人世帯】
　所得200万円

295,400 308,800 ＋13,400円

5
40歳～【1人世帯】
　所得300万円

358,800 373,500 ＋14,700円

6
40歳代夫婦【2人世帯】
　所得300万円

402,100 421,300 ＋19,200円

7
40歳代夫婦＋小学生1人【3人世帯】
　所得300万円

436,400 458,500 ＋22,100円

8
40歳代夫婦【2人世帯】
　所得400万円

508,800 533,800 ＋25,000円

9
40歳代夫婦＋小学生1人【3人世帯】
　所得400万円

543,100 571,000 ＋27,900円

10
40歳代夫婦＋小学生2人【4人世帯】
　所得400万円

577,400 608,200 ＋30,800円

モデル区分
令和７年度税率（案）

令和６年度税率
（現行）


